
 

　　※　休業日数４日以上の場合

※２回目以降は、「平均賃金算定内訳」不要

休業補償給付 様式 第８号

はり師 ・ きゅう師等へ提

出

柔道整復師へ提出

証明を受ける
労災指定病院へ提出 医師の証明を受ける

（業務）休業補償給付フロー

休業補償給付 様式 第８号 ※２回目以降

事業所へ提出

事業所所轄の労基署へ提出 ※要 賃金台帳・出勤簿 コピー

事業所へ提出

事業所所轄の労基署へ提出

個人口座へ振り込み

労働者死傷病報告書

事業所所轄の労基署へ提出

個人口座へ振り込み

はり師 ・ きゅう師等へ提出

証明を受ける

柔道整復師へ提出

証明を受ける
労災指定病院へ提出 医師の証明を受ける
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